
                            

 

平成３０年度事業計画書 

（平成３０年４月１日〜平成３１年３月３１日） 

 

 

一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構 

JRECO 情報処理センター 

 

 

 当機構は、平成２７年１月２７日付けでフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関

する法律（平成１３年法律第６４号。以下｢法｣という。）第７６条に基づく情報処理センタ

ーに指定されたことを受け、法第７７条に規定する業務を行う。 

 当機構では、平成３０年度の JRECO 情報処理センターの事業として、業務規程に基づ

き、以下の業務を行う。 

 

（１）情報処理業務の実施に関する事項 

① 情報処理業務の内容 

JRECO 情報処理センターは、法第７７条に掲げる以下の情報処理業務を平成２９年

度に引き続き適切かつ確実に実施する。 

・ 法第３８条第１項及び法第４０条第１項の規定による登録に係る事務を電子情報

処理組織により処理する。 

・ 上記登録事務を電子情報処理組織として構成される電子計算機その他の機器を使

用・管理、並びにプログラム、データ、ファイル等を作成し、及び保管する。 

・ 法第３８条第２項（法第４０条第２項において準用する場合を含む。）の規定によ

る通知並びに法第３８条第３項（法第４０条第２項において準用する場合を含む。）

の規定による記録及び保存を行う。 

 

また、本年度の情報処理業務に関して、年間登録件数は４,０３０件を見込んでいる。

これは、昨年度の年間登録見込み件数が一昨年度とほぼ横ばいの３,１００件であった

が、法施行から４年目となり徐々に情報処理センターの認知が進み登録事業所数も増

えていることから、昨年度の登録見込み件数に伸び率（１.３倍）を適用して見込んだ

ものである。 

なお、平成３０年３月１日現在の情報処理センターへの管理者・廃棄者、充塡回収

業者の登録事業所数は下記の通りである。 

・ 管理者・廃棄者      ７,３８２ 

・ 充塡回収業者       １,７５６ 

（充塡回収業者の場合、１事業所で複数の都道府県を登録している都道府県をそれ

ぞれ個別に累計した場合は ４,６９１） 

 



② 情報処理業務に関連する問い合わせ対応や事務処理について、適正に処理できる

体制の構築と、効率的な実施 

人員体制は、本年度において登録件数として昨年度の１.３倍の件数を見込むが、こ

れまでのノウハウの蓄積等の活用及び情報処理センターの利用や認知度の更なる向上

のための普及啓発活動の実施等を勘案して、情報システム部４名体制としてシステム

の適正な運用に当たることとする。 

経理に関しては、本年度から利用者の利用環境に対応すべく、これまでの預かり金

から利用料金を引き落とす「前払いポイント方式」に加え、請求書発行による「後払

い方式」も導入する。情報処理センター利用のために預託された預かり金と、情報処

理センターの利用時に利用料金として当機構が収受した金銭、また、情報処理センタ

ー利用に応じて発行する請求書や金銭の徴収については、収支計画書に基づき適切に

管理する。なお、情報処理センター単体での収支実績及び計画は経費が上回る状態と

なっているが、事業規模がまだかなり小さいため、当機構全体の収支の中においては

十分に吸収可能である。今後、事業規模の拡大に伴い収支はバランスしてくるものと

想定している。 

 

（２）情報処理業務に用いる設備の維持及び更新の見通し 

① 機器更新や拡充等各種の機能改善の適切な実施 

情報処理業務を実施するために必要な電子計算機その他の機器に関して、現在のデ

ータ容量の使用領域は一昨年度より７GB 増加して３８GB（OS などを含む全使用容量）

である。これは使用可能領域３０７GB の１２.４％であることから、本年度の登録件

数として１.３倍を見込んでもデータ処理及びデータ容量に関しては十分余裕があり、

機器の更新や拡充の必要性はないので現状維持とする。 

なお、情報処理センターの利用者の利便性の向上や効率性を高めるため、昨年度と

同様に、システム仕様の変更や追加を随時行い、継続的に改善を図ることとする。 

参考として、昨年度の実績としては、以下の改善を行った。 

・ 機器の点検（簡易点検・定期点検）時期の検索機能を追加した。 

・ 利用料金の支払い方式に「前払いポイント方式」に加え、請求書の発行による 
「後払い方式」を追加した。 

    ・ １表「１．第一種特定製品の管理者・施設・製品情報」修正方法を追加した。 

 

② システムの安定運用のための保守管理の実施 

 情報処理業務を実施するシステムは、これまでと同様に安定した運用を図るために

高いセキュリティで保護されたデータセンター内に構築し、外部からのアクセスは暗

号化された通信手段やファイアウォールによる接続制限を設けている。システムの開

発、変更、維持に関する運用管理の実務は外部委託による専門業者に一任し、JRECO
からのサーバーへの直接のアクセスも行えない仕組み（アクセスは Web 経由のみ）と

することで、万一 JRECO 内の情報機器に不正アクセスやウィルス感染が発生した場

合でも、情報処理センターのシステムは隔離された環境としている。 

 委託先の運用管理者（専門業者）は、JRECO よりの要求に応じてシステムの開発や



変更を行うと共に、不具合発生時の対応やサーバーの CPU 使用率によりシステム運用

状況の監視を行っている。同運用管理者と JRECO とは、開発や仕様変更ならびに利

用者からの問い合わせ等に対応するため１〜２週に１度程度の頻度で照会や情報交換

を行っており、引き続き緊密に連携して安定運用を図ることとしている。 

 以上のように、現時点では運用については全く問題なく安定的に維持されており、

設備能力も当面は拡充や能力向上を図る必要はないレベルにあるので、期中において

特段の事情の変化がない限り、本年度も昨年度と同様のシステム体制を維持・管理す

ることで対応を行うこととする。 

 

（３）その他必要な事項に関する事項 

昨年度は、フロン排出抑制法の内容も含め情報処理センターの意義や利用方法の広報

活動を行い、情報処理センターの利用の普及・促進を図ってきた。 

・全国主要都市で計８回開催された環境省の「フロン類算定漏えい量報告・公表制度 説

明会」において、情報処理センターの利用について説明を実施（５月３１日から６月

２１日） 
・情報処理センターの利用に関する説明会を東京中心に全国主要都市で計３６回開催（参

加者数３２６名）（添付資料Ａ）、他にも利用者の要請に対する個別説明会の開催 
・ＨＶＡＣ＆Ｒ ＪＡＰＡＮ ２０１８（第４０回冷凍・空調・暖房展）（２月２７日から

３月２日）にブースを出展し、情報処理センター利用の普及・促進活動、セミナー講

演を実施（添付資料Ｂ） 

・分かり易い提案説明書を作成し、ビル管理会社、スーパー等小売業者、製造業者、食

品加工業者、大学、病院をはじめとする潜在利用者５０社以上を個別に訪問し紹介と

説明を実施、また、業界団体等５０団体以上及びその傘下の企業への訪問、電話、メ

ールによる周知、広報活動、キャンペーンを実施 
・大手上場企業のＣＳＲ・環境報告のデータ分析に基づくフロン排出抑制法の周知徹底

と法令遵守の上での、ＣＳＲ報告への反映等含めてＩＳＯ審査機関へ周知活動を実施 
・電車内広告、雑誌への広告掲載、関係団体（日設連）会報に連載記事を掲載 

・フロン排出抑制法及び情報処理センターに関する専用ポータルサイトの内容拡充 

・情報処理センター紹介の動画や、企業導入事例（２社）、情報処理センターの利用企業 

（管理者）で企業名公開許諾された企業名をホームページに掲載 

 ・情報処理センター利用者へのメール・マガジン情報の発信、情報提供サービスの強化 

 

本年度においても、情報処理センター利用の一層の拡大にむけて昨年度同様に普及・

広報活動を継続して行う。 

 ・説明会を全国主要都市で計３２回開催（添付資料Ｃ） 

 ・分かり易い資料での潜在利用者への個別訪問、紹介、説明（添付資料Ｄ） 

 ・雑誌への広告掲載、関係団体（日設連）会報に連載記事を掲載（添付資料Ｅ、Ｆ、Ｇ） 

 ・利用者の事例等の紹介 

 ・ポータルサイトのコンテンツ充実 



 

添付資料 

 Ａ．平成２９年度説明会 

 Ｂ．ＨＶＡＣ＆Ｒ ＪＡＰＡＮ ２０１８展示会 

 Ｃ．平成３０年度説明会予定 

 Ｄ．管理者向け紹介資料 

 Ｅ．連載記事（冷凍空調設備） 

 Ｆ．雑誌広告（冷凍空調設備） 

 Ｇ．雑誌広告（東冷協だより） 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料Ｂ
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〔1〕 情報処理センター
冷媒管理システム：RaMS（ラムズ）

RaMSの基本機能である、機器整備時における充塡と回収情報の登録機能のこと。

これは、通常充塡回収業者が書面（紙）で交付する「充塡証明書」「回収証明書」にあた
るもので、登録したデータは、管理者の算定漏えい量計算の元データとなる。
JRECOはフロン排出抑制法（第76条第1項）で定める「情報処理センター」として、唯一国

の指定を受けているため、この機能を利用した場合、充塡回収業者は、書面による「充塡
証明書」「回収証明書」の交付が不要となる。

ポイント
・ 国が唯⼀指定する情報処理センターだから安⼼
・ 書⾯（紙）での「充塡証明書」「回収証明書」
の交付が不要（ペーパーレスを実現）

・ 登録されたデータにより、算定漏えい量が
リアルタイムで閲覧、出⼒、集計できる（無料）

・ 充塡回収業者の記録・報告量としても集計

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【操作手順】

（機器整備時の充塡・回収情報の登録）

「充塡回収業者」が、機器整備時の充塡量・回収量を入力する。

①実際の充塡・回収作業後、「充塡回収業者」がRaMSにログインし、メイン
メニューにある緑色のボタン「申請書作成」をクリックする。

②入力画面「冷媒充塡・回収登録申請書」が表示されるので、機器の「管理
者・施設・製品」の情報、「充塡・回収」情報等を入力する。

（註1：機器廃棄時の回収データの入力は不可、廃棄時は行程管理票を新規作成のこと。）

③入力内容を確認後、「管理者」に
「承諾依頼」を発信する。この時、
利用料金108円（108ポイント）（税込）
が「充塡回収業者」に課金される。
同時に自動メールで「管理者」あてに
「承諾依頼」が発信された旨、通知
される。

④通知を受けた 「管理者」はRaMSに
ログインし、メインメニューにある
緑色のボタン「登録一覧」をクリック
する。一覧の中から「承認待ち」の
伝票を選択し、作業内容を確認の上、
「承諾」する。

⑤以上で、登録が完了。

入力画面「冷媒充塡・回収登録申請書」

（註2：情報処理センター機能のみを利用した場合、「管理者」は独自で用意した点検整備記録簿に情報処理センターに登録した内容を記録し
保存する必要がある。）

添付資料Ｄ



〔3〕点検・整備記録簿（ログブック）

冷媒管理システム：RaMS（ラムズ）Refrigerant management System

電子版の『点検・整備記録簿（ログブック）』（「情報処理センター機能」を含む）のこと。
RaMSに機器ごとのログブックを作ると、充塡・回収の登録に加えて、定期点検・簡易点検

なども記録することができる。機器整備時に充塡・回収作業をログブックに登録した場合は、
国の指定する『情報処理センター』にも同時に登録されるので、書面による「充塡証明書」
「回収証明書」の交付は不要となる。

ポイント
・ 充塡・回収の登録に加えて、定期点検・簡易点検などの記録も可能
（簡易点検の記録は何回でも無料）

・ 充塡・回収の登録の場合、情報処理センターにも同時に登録されるので、
書⾯（紙）での「充塡証明書」「回収証明書」の交付が不要

・ 機器ごとの算定漏えい量がリアルタイムで閲覧、出⼒、集計できる（無料）
・ 機器ごとの点検実施状況や次回点検⽇を確認することができ、適正管理を実現
・ ⼊⼒は「履歴から選択」「プルダウンメニューから選択」で簡単

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【操作手順】 まずは、点検・整備記録簿（ログブック）を新規作成する。

（機器ごとの充塡・回収の登録、定期点検・簡易点検の記録・保存）

RaMSにログブックを作成した場合、インターネットでRaMSにログインしてログブックを開けば、いつでもどこでも、
点検・整備の記録を閲覧することができる。会社のファイルやパソコンに記録簿を作成・保存する必要がなくなる。

ＸＸＸＸ－ＸＸＸＸ－ＸＸＸＸ

ＸＸＸＸ－ＸＸＸＸ－ＸＸＸＸ

ログブックを新規作成できるのは、RaMSに事業所登録している「管理者」または「充塡回収業者」のいずれかと
なる。また、作成方法は、事前に機器管理番号シールをご購入の上作成する方法（シール有・648円/台（税込））と、
直接システムから機器管理番号を採番して作成する方法（シール無・540円/台（税込））の2通りがある。

点検・整備記録簿（ログブック）の新規作成⽅法（詳細は、ホームページに掲載の取扱説明書等の資料をご覧ください。）

機器管理番号シール

①ログイン後、メインメニューの「ログブック
新規作成・追加登録」をクリックする。

② 「管理番号入力」または「新規取得（自動採番）」を
選択する。

※ ログブック利⽤の場合、新規作成費⽤と、更新料108円/台（税込）（1年を超えて新しいデータを登録する際）が、かかる。



情報処理センター・事業所登録について

Ⅰ　情報処理センター
情報処理センターは、フロンの使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（フロン排出抑制法）に基づき、
業務用冷凍空調機器（エアコン、冷凍冷蔵庫等）にフロン類の充塡・回収を行った情報を、インターネットを利用
して登録する仕組みです。その運用は国の認可事業です。前記の法によれば一定量以上（CO2に換算して1,000ト
ン／年）のフロン類を漏えいした場合には、管理者（所有者）は、毎年度その漏えい量を国に報告する義務を負
います。その漏えい量はフロン類を充塡・回収する業者が発行する、充塡証明書、回収証明書に基づき計算しま
すが、情報処理センターは証明書に記載されるデータを電子情報で管理することで、漏えい量を自動計算・集計
する等によりの計算を効率化・合理化する役割を担います。
情報処理センターを活用することで、その都度充塡回収業者から交付される紙による証明書は不要とすること
ができます。
管理者は、この仕組みを活用することで、書面（紙）での充塡・回収証明書の管理・保存の必要が無くなり、
漏えい量の算定が容易になります。

【情報処理センターへの登録事項】
①整備を発注した管理者（自らが充塡回収業者である場合を含む）の氏名及び名称及び住所
②フロンを「充塡、回収」した機器の所在
③フロンを「充塡、回収」した機器を特定するための情報
④ フロンを「充塡、回収」した充塡回
収業者の氏名又は名称、住所及び登
録番号
⑤情報処理センターへの登録年月日
⑥フロンを「充塡、回収」した年月日
⑦ 充塡（回収）したフロンの種類（冷
媒番号区分の別）ごとの量
⑧ 当該機器の設置に充塡した場合又は
それ以外の整備に際して充塡した場
合の別

使ってみよう！
『JRECO冷媒管理システム　RaMS（ラムズ）』
　 カンタンご利用ガイド

【第 2回】　　　　 一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構

図 1　情報処理センター（法第76条）の位置付け

冷凍空調設備　2018年 1月・ 2月合併号44

添付資料Ｅ



システム内で電子版点検・整備記録簿（ログブック）を作成することもでき、ログブックに入力した充塡・回
収情報は自動的に情報処理センターへ登録されます。
情報処理センターのみをご利用される場合は、管理者は別途ご自分でログブックの作成・保存が必要になりま
す。
情報処理センターへ登録された充塡量・回収量のデータから、管理者の算定漏えい量は自動計算されます。ま
た、登録された情報をCSV形式の電子データで出力して、Excel等でデータ分析を行ったり、国の算定漏えい量
報告書作成支援ツールにインポートすることも出来ます。

Ⅱ　事業所登録
情報処理センターを利用するために先ず行うことは、管理者様、充塡回収業者様それぞれがRaMSに事業所登
録することから始まります。
RaMSでは取り扱う情報は全て電子データで、連絡は電子メールによりますので、あらかじめメールアドレス
等を登録しておかねばなりません。但し、登録は事業所名や連絡先等を記入するだけですので簡単に済み、登録
費や維持費は無料です。
具体的な作業手順としては、まずはJRECOのホームページ画面を開いて、RaMS（冷媒管理システム）《情報
処理センター》という名称でパソコンの絵のかいてあるボタンをクリックします。そして、事業所登録のボタン
を押し、作業開始となります。

「事業所情報　新規登録」の画面で、最初に登録業種を選択します。プルダウンをして、管理者・廃棄者、取
次者、充塡回収業者、点検技術業者から選びます。尚、取次者（整備者）とは管理者と充塡回収業者の間に入る
ゼネコンや設備業者或いは商社のような業者を指します。また、点検技術業者とは、都道府県に充塡回収業登録
はしていないが社内に冷媒フロン類取扱技術者等の有資格者がおり、点検は行えるといった会社を指します。次
に、ログインIDとパスワード入力を行い、書式の順番に従って入力をしていきます。複数の事業所を登録する
場合にはIDは重複しては使えませんが、パスワードは共通にすることも出来ます。同様に同一の事業所を管理
者として登録した上で、点検技術業者としても登録されるような場合もIDは分けてください。（※の付いている
項目は、必須項目ですので必ず入力をお忘れないようにお願いします）
事業所登録における入力情報の変更について、担当者の変更、事業所の所在の変更などは可能ですが、システ
ムが付番する事業者コードは変更できません。
管理者として登録をされる場合には、本社情報の入力も必要となります。支店、工場などの施設をお持ちの企
業様には、 3階層からなる統括部署登録も担当者の集計業務に大きなメリットになります。
登録業種を「充塡回収業者」で選択いただきますと、都道府県の登録情報入力も必要となりますのでご注意く
ださい。登録が完了すると「事業者コード」が付与されます。この番号は、アルファベットのRで始まる 9桁の
番号となり、今後、入力作業をしていくときに必要となる事がありますので、必ず記録をしておいてください。
参考までに、事業者コード番号は、管理者はH、取次者はTで始まります。
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